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船舶事故調査報告書 

                                                          

令和２年７月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 令和元年１１月１７日 １３時５５分ごろ 

発生場所 香川県土庄
とのしょう

町小
こ

島北方沖 

大部
お お べ

港１号防波堤灯台から真方位２５４°２.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３２.２′ 東経１３４°１４.３′） 

事故の概要 プレジャーボート柏原
かしはら

Ⅴは、揚錨作業中、船長が負傷した。 

事故調査の経過  令和元年１２月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 柏原Ⅴ、３.２トン 

 ２７１－３７８２３岡山、個人所有 

８.５６ｍ（Lr）×２.４７ｍ×１.１６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１５８kＷ、平成２３年６月 

（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許 登録 日 平成１８年６月１６日 

  免許証交付日 平成２７年７月２３日 

         （令和３年６月１５日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 



- 2 - 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、知人３人を乗せ、釣りの目的で、

令和元年１１月１７日０８時００分ごろ小島の周辺海域に向けて岡山

県岡山市所在のマリーナを出航した。 

本船は、小島東方沖及び同北東方沖で釣りを行った後、１２時００

分ごろ同北方沖に移動して錨泊し、釣りを開始した。 

船長は、１３時５０分ごろ釣りを終え、揚錨の目的で前部甲板に赴

き、クリートに結んでいた直径約１５mm のアンカーロープをほどき、

同ロープをバウデッキに取り付けられたアンカーウインチのローラに

一巻きした後、同ウインチのスイッチをＯＮとして同ロープの巻上げ

を開始した。（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ アンカーウインチ 

 

船長は、巻上げの途中でアンカーロープが緊張してアンカーウイン

チに負荷がかかり、ローラが空転し始めたのを認め、本海域の底質は

岩が多いので、錨が岩に引っ掛かったと思った。 

船長は、一旦アンカーロープの緊張を緩めて錨の引っ掛かりを外そ

うと思い、アンカーウインチを作動させたまま、右足をバウデッキに

掛け、空転しているローラの少し前の同ロープを右手でつかんで船首

方に送り出そうとした瞬間、１３時５５分ごろ右手が船尾方に引っ張

られ、同ロープとローラとの間に右手小指が挟まった。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＯＮ・ＯＦＦスイッチ 

ローラ 

アンカーロープ 
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図１ アンカーロープを船首方に送り出そうとする船長の状況 

（イメージ） 

 

船長は、振り返ったところ、知人の１人（以下「同乗者Ａ」とい

う。）がローラの後部でアンカーロープを船尾方に引っ張っているの

を認めた。 

本船は、知人の１人（以下「同乗者Ｂ」という。）が錨を巻き上げ

た後、応急手当をした船長が操船に当たり、帰途についた。 

同乗者Ｂは、帰航中に１１９番通報を行った。 

船長は、１５時００分ごろ本船がマリーナに到着し、救急車で病院

に搬送されて右小指切断と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 船長は、約３５年の乗船経験を有し、他の船舶においてローラへの

巻込み事故が起きていることを知っていたので注意をしていたもの

の、本事故時、アンカーロープを前方に送り出そうとした際、慣れと

油断からアンカーウインチのスイッチをＯＦＦにしていなかった。 

船長は、アンカーウインチに関する知識がない同乗者Ａが揚錨作業

を手伝おうとしてアンカーロープを船尾方に引っ張ったので、空転し

ていたローラに同ロープが噛み、同ロープをつかんだ右手が船尾方に

引かれたと本事故後に思った。 

船長は、本事故時、同乗者Ａが後部甲板に居ると思っており、前部

甲板に来ていたことに気付いていなかった。 

船長は、本船の運航上の作業は全て自分で行っていたので、同乗者

Ａに揚錨作業の方法やアンカーウインチの危険性を説明していなかっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

あり 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

なし 

なし 

本船は、小島北方沖において揚錨作業中、錨が海底に引っ掛かって

アンカーロープを巻いたローラが空転した際、船長が、同ロープの緊

張を緩める目的で、同ロープを船首方に送り出そうとしてアンカーウ

インチを作動させたままローラ前方の同ロープをつかんだことから、

同乗者Ａがローラ後方の同ロープを引いた際、ローラに噛んだ同ロー

プが船尾方に引かれ、右手小指が同ロープとローラとの間に挟まって

負傷したものと考えられる。 

船長は、揚錨作業に対する慣れと油断があったことから、アンカー

ウインチを作動させたままローラ前方のアンカーロープをつかんだも

のと考えられる。 

船長が、揚錨作業の際、周囲の状況を確認しなかったこと及び同乗

者Ａにアンカーウインチの危険性を説明していなかったことは、本事

故の発生に関与した可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が、小島北方沖において揚錨作業中、錨が海底に引

っ掛かった際、船長が、アンカーロープを船首方に送り出そうとして

アンカーウインチを作動させたまま、空転しているローラ前方の同ロ

ープをつかんだため、同乗者Ａがローラ後方の同ロープを引いた際、

ローラに噛んだ同ロープが船尾方に引かれ、右手小指が同ロープとロ

ーラとの間に挟まったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、ローラ付近のアンカーロープに触れる場合、必ずアンカ

ーウインチのスイッチをＯＦＦにすること。 

・船長は、アンカーウインチ等の危険性のある機器を作動させる場

合、周囲の状況を確認すること。 

・船長は、船舶の運航に関する知識のない者を乗船させる場合、事

前に危険性のある機器や場所、行動について説明しておくこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山県 
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香川県 

香川県土庄町 

小島 

大部港１号防波堤灯台 事故発生場所 

（令和元年１１月１７日 

１３時５５分ごろ発生） 

小豆島 


